
（第18455号）東 京 都 公 報令和7年12月23日（火曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
総
務
部
情
報
公
開
課
）…
一

○
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…（
保
健
医
療
局
医
療
政
策
部
医
療
安
全
課
）…
一

告

示

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
終
了
認
可
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…
七

○
食
品
衛
生
管
理
者
登
録
講
習
会
の
登
録
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…
八

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
八

規

則

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
八
号

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
令
和
四
年
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
、
第
十
三
号
様
式
及
び
第
二
十
号
様
式
中
「又

は
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
所

記
載
の
あ
る
も
の
）

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細

則
別
記
第
一
号
様
式
、
第
十
三
号
様
式
及
び
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の

は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
九
号

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

医
療
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
東
京
都
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
一
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
三

（第１片）
()表
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、

「

」
を
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「

」
に

改
め
、
同
様
式

（第３片）
()裏
中
「⑺

エ
ッ
ク
ス
線
診
療
室
放
射
線
防
護
図
（
平
面
図
及
び
立
面
図
。
縮
尺
５０

１
の
も
の
と
し
、
壁
及
び
鉛
の
厚
さ
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

⑻
案
内
図

分
の

」
を

「⑺
エ
ッ
ク
ス
線
診
療
室
等
の
放
射
線
防
護
図
（
縮
尺
５０分

の
１
以
上
の
平
面
図

及
び
側
面
図
。
壁
及
び
鉛
の
厚
さ
を
記
入
す
る
こ
と
。
）
及
び
遮
蔽
計
算
書

⑻
案
内
図

⑼
事
前
相
談
結
果
通
知
書
（
個
人
開
設
者
で
あ
る
医
師
が
、
自
ら
医
療
法
人
を
設

立
し
た
場
合
を
除
く
。
）

⑽
建
築
確
認
済
証

⑾
臨
床
検
査
施
設
、
給
食
施
設
、
消
毒
施
設
、
洗
濯
施
設
の
う
ち
、
外
部
委
託
す

る
場
合
は
外
部
委
託
す
る
業
務
の
標
準
作
業
手
順
書

」
に
、

「３
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
場
合
は
、
平
面
図
に
朱
書
等
に
よ
り
、
申
請

に
係
る
療
養
病
床
を
有
す
る
病
室
及
び
機
能
訓
練
室
等
の
施
設
が
明
確
に
な

る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

」
を

「３
療
養
病

に
係
る
療

る
よ
う
に

４
上
記
の

合
が
あ
る
。

床
を
有
す
る
病
院
の
場
合
は
、
平
面
図
に
朱
書
等
に
よ
り
、
申
請

養
病
床
を
有
す
る
病
室
及
び
機
能
訓
練
室
等
の
施
設
が
明
確
に
な

す
る
こ
と
。

添
付
書
類
の
ほ
か
、
内
容
確
認
の
た
め
、
追
加
書
類
を
求
め
る
場

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式

（第１片）
()表
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に

改
め
、
同
様
式

（第２片）
()裏
中
「⑹

エ
ッ
ク
ス
線
診
療
室
放
射
線
防
護
図
（
平
面
図
及
び
立
面
図
。
縮
尺
５０

１
の
も
の
と
し
、
壁
及
び
鉛
の
厚
さ
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

⑺
案
内
図

分
の

」
を

「⑹
エ
ッ
ク
ス
線
診
療
室
等
の
放
射
線
防
護
図
（
縮
尺
５０分

の
１
以
上
の
平
面
図
及

び
側
面
図
。
壁
及
び
鉛
の
厚
さ
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

⑺
案
内
図

（
注
）
上
記
の
添
付
書
類
の
ほ
か
、
内
容
確
認
の
た
め
、
追
加
書
類
を
求
め
る
場

合
が
あ
る
。

」
に

改
め
、
「（

日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

」
を
削
る
。
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別
記
第
三
号
様
式
()表
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、
同

様
式
()裏
中
「⑹

エ
ッ
ク
ス
線
診
療
室
放
射
線
防
護
図
（
平
面
図
及
び
立
面
図
。
縮
尺
５０分

の

１
又
は
２５分

の
１
の
も
の
と
し
、
壁
及
び
鉛
の
厚
さ
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

⑺
案
内
図

」
を

「⑹
エ
ッ
ク
ス
線
診
療
室
等
の
放
射
線
防
護
図
（
縮
尺
５０分

の
１
以
上
の
平
面
図
及

び
側
面
図
。
壁
及
び
鉛
の
厚
さ
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

⑺
案
内
図

（
注
）

上
記
の
添
付
書
類
の
ほ
か
、
内
容
確
認
の
た
め
、
追
加
書
類
を
求
め
る
場

合
が
あ
る
。

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式

（第１片）
()表
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、
同

様
式

（第２片）
中
「⑹

案
内
図

」
を

「⑹
案
内
図

（
注
）

上
記
の
添
付
書
類
の
ほ
か
、
内
容
確
認
の
た
め
、
追
加
書
類
を
求
め
る
場

合
が
あ
る
。

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
()表
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、
同
様

式
()表
添
付
書
類
中
４
を
５
と
し
、
３
を
削
り
、
２
を
３
と
し
、
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
エ
ッ
ク
ス
線
診
療
室
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
放
射
線
防
護
図
（
縮
尺
５０分

の
１
以

上
の
平
面
図
及
び
側
面
図
。
壁
及
び
鉛
の
厚
さ
を
記
入
す
る
こ
と
。
）
及
び
遮
蔽
計
算
書

別
記
第
五
号
様
式
()表
添
付
書
類
中
１
を
２
と
し
、
同
様
式
に
添
付
書
類
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

１
変
更
事
項
明
細
書
（
変
更
し
よ
う
と
す
る
内
容
、
担
当
者
及
び
連
絡
先
を
必
ず
記
載
す
る
こ

と
。
）

別
記
第
五
号
様
式
()表
添
付
書
類
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
新
た
に
増
築
等
を
行
う
に
当
た
り
、
土
地
の
購
入
又
は
賃
借
を
行
う
場
合
は
、
権
利
関
係
を
証

明
す
る
書
類
及
び
建
物
に
関
す
る
建
築
確
認
済
書

別
記
第
五
号
様
式
()裏
注
意
事
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
上
記
の
添
付
書
類
の
ほ
か
、
内
容
確
認
の
た
め
、
追
加
書
類
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

別
記
第
五
号
様
式
の
三

（第１片）
()表
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、

同
様
式

（第２片）
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
の
四

（第１片）
()表
中
「印

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、

同
様
式

（第２片）
注
意
事
項
中
⑸
を
⑹
と
し
、
⑵
か
ら
⑷
ま
で
を
⑶
か
ら
⑸
ま
で
と
し
、
同
様
式

（第２片）
注
意
事
項
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⑴
中
「の

申
請

」
を
「を

受
け
る
病
床

」
に
改
め
、
同
様
式

（第２片）
注
意
事
項
中
⑴
を
⑵
と
し
、
同
様
式

（第２片）

に
注
意
事
項
⑴
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑴
記
載
内
容
の
確
認
の
た
め
、
担
当
者
及
び
連
絡
先
を
記
載
し
た
書
類
（
名
刺
等
）
を
添
付
す
る
こ

と
。別

記
第
五
号
様
式
の
五
中
「第

５
号
様
式
の
５
（
第
５
条
の
２
関
係
）

「第
５
号
様
式
の
５
（
第
５
条
の
２
関
係
）

に
改

を

（
表
）

」

」

め
、
「印

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、
同
様
式
()裏
添
付
書
類
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

添
付
書
類

建
物
の
平
面
図
（
縮
尺
２００分

の
１
以
上
の
も
の
）

別
記
第
五
号
様
式
の
五
()裏
注
意
事
項
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑴
か
ら
⑶
ま
で
を
⑵
か
ら
⑷
ま
で
と
し
、
同

様
式
()裏
に
注
意
事
項
⑴
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑴
記
載
内
容
の
確
認
の
た
め
、
担
当
者
及
び
連
絡
先
を
記
載
し
た
書
類
（
名
刺
等
）
を
添
付
す
る
こ

と
。別

記
第
五
号
様
式
の
六
中
「第
５
号
様
式
の
６
（
第
５
条
の
２
関
係
）

「第
５
号
様
式
の
６
（
第
５
条
の
２
関
係
）

に
改

を

（
表
）

」

」

め
、
「㊞

」
、
「フ

ァ
ク
シ

（

）

ミ
リ
番
号

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、
同
様
式
()裏
添
付
書
類
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

添
付
書
類

建
物
の
平
面
図
（
縮
尺
２００分

の
１
以
上
の
も
の
）

別
記
第
五
号
様
式
の
六
()裏
注
意
事
項
中
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
を
⑶
と
し
、
⑴
を
⑵
と
し
、
同
様
式
()裏
に

注
意
事
項
⑴
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑴
記
載
内
容
の
確
認
の
た
め
、
担
当
者
及
び
連
絡
先
を
記
載
し
た
書
類
（
名
刺
等
）
を
添
付
す
る
こ

と
。別

記
第
六
号
様
式
()表
及
び
第
六
号
様
式
の
二
()表
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式

（第１片）
()表
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、
同

様
式

（第３片）
()裏
中

「⑼
エ
ッ
ク
ス
線
診
療
室
放
射
線
防
護
図
（
平
面
図
及
び
立
面
図
。
縮
尺
５０分

の
１

の
も
の
と
し
、
壁
及
び
鉛
の
厚
さ
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

⑽
案
内
図

（
注
）
臨
床
研
修
等
修
了
登
録
証
の
写
し
及
び
免
許
証
の
写
し
の
添
付
は
、
本
証

の
提
示
確
認
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
提
示
確
認
の
場
合
は
、
該
当
欄
に

保
健
所
担
当
者
の
確
認
印
を
受
け
る
こ
と
。

」

を
「⑼

エ
ッ
ク
ス
線
診
療
室
等
の
放
射
線
防
護
図
（
縮
尺
５０分

の
１
以
上
の
平
面
図
及

び
側
面
図
。
壁
及
び
鉛
の
厚
さ
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

⑽
案
内
図

（
注
）
１
臨
床
研
修
等
修
了
登
録
証
の
写
し
及
び
免
許
証
の
写
し
の
添
付
は
、
本

証
の
提
示
確
認
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
提
示
確
認
の
場
合
は
、
該
当

欄
に
保
健
所
担
当
者
の
確
認
印
を
受
け
る
こ
と
。

２
上
記
の
添
付
書
類
の
ほ
か
、
内
容
確
認
の
た
め
、
追
加
書
類
を
求
め
る

場
合
が
あ
る
。

」
に
改
め
る
。
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別
記
第
八
号
様
式

（第１片）
()表
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、
同

様
式

（第２片）
()裏
中

「⑻
エ
ッ
ク
ス
線
診
療
室
放
射
線
防
護
図
（
平
面
図
及
び
立
面
図
。
縮
尺
５０分

の
１

又
は
２５分

の
１
の
も
の
と
し
、
壁
及
び
鉛
の
厚
さ
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

⑼
案
内
図

（
注
）

臨
床
研
修
等
修
了
登
録
証
の
写
し
及
び
免
許
証
の
写
し
の
添
付
は
、
本
証

の
提
示
確
認
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
提
示
確
認
の
場
合
は
、
該
当
欄
に

保
健
所
担
当
者
の
確
認
印
を
受
け
る
こ
と
。

」

を
「⑻

エ
ッ
ク
ス
線
診
療
室
等
の
放
射
線
防
護
図
（
縮
尺
５０分

の
１
以
上
の
平
面
図
及

び
側
面
図
。
壁
及
び
鉛
の
厚
さ
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

⑼
案
内
図

（
注
）
１

臨
床
研
修
等
修
了
登
録
証
の
写
し
及
び
免
許
証
の
写
し
の
添
付
は
、
本

証
の
提
示
確
認
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
提
示
確
認
の
場
合
は
、
該
当

欄
に
保
健
所
担
当
者
の
確
認
印
を
受
け
る
こ
と
。

２
上
記
の
添
付
書
類
の
ほ
か
、
内
容
確
認
の
た
め
、
追
加
書
類
を
求
め
る

場
合
が
あ
る
。

」
に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式

（第１片）
()表
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、
同

様
式

（第２片）
()裏
中

「⑽
案
内
図

（
注
）

臨
床
研
修
等
修
了
登
録
証
の
写
し
及
び
免
許
証
の
写
し
の
添
付
は
、
本
証

の
提
示
確
認
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
提
示
確
認
の
場
合
は
、
該
当
欄
に

保
健
所
担
当
者
の
確
認
印
を
受
け
る
こ
と
。

」

を
「⑽

案
内
図

（
注
）
１
臨
床
研
修
等
修
了
登
録
証
の
写
し
及
び
免
許
証
の
写
し
の
添
付
は
、
本

証
の
提
示
確
認
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
提
示
確
認
の
場
合
は
、
該
当

欄
に
保
健
所
担
当
者
の
確
認
印
を
受
け
る
こ
と
。

２
上
記
の
添
付
書
類
の
ほ
か
、
内
容
確
認
の
た
め
、
追
加
書
類
を
求
め
る

場
合
が
あ
る
。

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、
「診

療

所

」
の
次
に
「、

歯
科
診
療
所

」
を
加
え
、
「３

開
設
許
可
（
届
出
）
年

月
日
及
び
番
号

」
を
「３

開
設
許
可
（
届
出
）
年

月
日
及
び
番
号

年
月

日
第

号

「添
付
書
類
１
管
理
者
交
代
の
場
合
は
、
臨
床
研
修
等
修
了
登
録
証
の
写
し
、
免

許
証
の
写
し
及
び
職
歴
書

２
病
室
の
定
床
数
が
減
少
す
る
場
合
に
は
、
変
更
前
と
変
更
後
の
平

面
図
（
縮
尺
２００分

の
１
以
上
）
を
添
付
す
る
こ
と
。

３
麻
酔
科
を
標
榜
す
る
場
合
は
、
標
榜
許
可
書
の
写
し

」
を

」
に
、

「添
付
書
類
１
開
設
者
の
住
所
及
び
氏
名
の
変
更
の
う
ち
、
開
設
者
が
法
人
の
場

合
は
、
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
条
例

２
管
理
者
交
代
の
場
合
は
、
臨
床
研
修
等
修
了
登
録
証
の
写
し
、
免

許
証
の
写
し
及
び
職
歴
書

３
病
室
の
定
床
数
が
減
少
す
る
場
合
は
、
変
更
前
と
変
更
後
の
平
面

図
（
縮
尺
２００分

の
１
以
上
の
も
の
）

４
麻
酔
科
を
標
榜
す
る
場
合
は
、
標
榜
許
可
書
の
写
し

（
注
）
記
載
内
容
の
確
認
の
た
め
、
担
当
者
及
び
連
絡
先
を
記
載
し
た
書
類

（
名
刺
等
）
を
添
付
す
る
こ
と
。

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
()表
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
る
。
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別
記
第
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
か
ら
第
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、
「診

療
所

」
の
次
に
「、

歯
科
診
療
所

」
を
加
え
、
「３

開
設
許
可

月
日
及
び
同

（
開
設
届
出
）
年

番
号

」
を
「３

開
設
許
可
（
開
設
届

月
日
及
び
同
番
号

出
）
年

年
月

日
第

号

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
、
第
十
七
号
様
式
及
び
第
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）
」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に
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改
め
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
二
()表
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式

（第１片）
()表
及
び
第
二
十
三
号
様
式

（第１片）
()表
中
「㊞

」
を
削
り
、
「

電
話

フ
ァ
ク

番
号

（

）
シ
ミ
リ
番
号

（

）

」
を
「電

話
番
号

（

）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式

（第１片）
()表
中
「㊞

」
を
削
り
、
「２６条
」
を
「第

２６条

」
に
、
「

電フ
ァ

話
番

号

（

）

ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）

」
を
「電

話
番
号

（

）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
か
ら
第
二
十
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
り
、
「

電フ
ァ

話
番

号

（

）

ク
シ
ミ
リ
番
号

（

）

」
を
「電

話
番
号

（

）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
か
ら
第
三
十
号
様
式
の
三
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
及
び
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番

号

（

）
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
施
行
細
則
の
様
式
（
こ
の
規
則
に

よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加

え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
九
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
西
東

京
市
柳
沢
五
丁
目
土
地
区
画
整
理
事
業
の
終
了
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
氏
名

新
田

昭
夫

新
田

正
行

二

事
業
施
行
期
間

令
和
五
年
七
月
二
十
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

西
東
京
市
柳
沢
五
丁
目
の
一
部

四

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称
及
び
施
行
認
可
の
年
月
日

西
東
京
市
柳
沢
五
丁
目
土
地
区
画
整
理
事
業

令
和
五
年
七
月
二
十
日

五

土
地
区
画
整
理
事
業
の
終
了
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
四
十

八
条
第
六
項
第
四
号
に
規
定
す
る
講
習
会
と
し
て
、
次
の
と
お
り
登

録
し
た
の
で
、
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百

二
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

講
習
会
の
実
施
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
社
団
法
人
日
本
食
品
衛
生
協
会

台
東
区
寿
四
丁
目
十
五
番
七
号

二

講
習
会
の
実
施
期
間

㈠

食
肉
製
品
関
係
科
目

令
和
八
年
二
月
十
三
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
四
日
ま
で

㈡

添
加
物
関
係
科
目

令
和
八
年
三
月
十
三
日
か
ら
同
年
九
月
三
日
ま
で

三

登
録
年
月
日

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

新
宿
国
立

二

変
更
の
区
間

杉
並
区
久
我
山
一
丁
目
三
百
九
十
三
番
五
地
内

か
ら
同
所
六
百
八
十
七
番
二
十
五
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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